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　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、本人の申請により保険料の納付が
「全額免除」「一部免除」または「猶予」される制度があります。
　保険料の免除や猶予を受けずに保険料を納めないままにしておくと、将来、老齢基礎年金を受け
られなくなったり、減額されたり、万一のとき障害・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　保険料が納められない場合は、お早めに相談してください。

■過去２年間に国民年金の未納期間がある人へ
　平成26年４月から、過去２年１カ月分の免除申請ができるようになりました。ただし、申請期間の
対応には前年所得に基づいた審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

国民年金保険料の免除申請を受け付けています
問市民課国民年金係☎516753
　　八戸年金事務所☎0178437369

　学生であっても20歳になっ
たら国民年金に加入し、保険
料を納めることになります。
本人の前年所得が一定額以下
の場合、承認されると保険料
の納付が猶予されます。

学生納付特例制度納付猶予制度
　学生を除く50歳未満の人で、
本人・配偶者の前年所得が一
定額以下の場合、承認される
と保険料の納付が猶予されま
す。

全額免除制度
一部免除制度

　本人・配偶者・世帯主の前
年所得が一定額以下の場合、
承認されると保険料が全額、
もしくは一部免除されます。

法定免除 障害年金（障害等級が１級または２級）を受けている人や、生活保護法による生活扶助
を受けている人は届け出により保険料の納付が免除されます。
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